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利用定員が指靭 |1練室等:ユtペースとの関
係でま饉切である

5

生活空間は、本人にわかり'中すく構造化さ
れた環境になつているか。また、障がいの特
性に応じ、事業所の設備等1よ 、バリアフリー
化や情報伝達等への画il慮が:壊切になされ
ている

3 lil!

階段があり、バリアフリ…北:とはいえない。
階段を登れない子1ま 1階で活動を実施するよ
う西己慮は行つてしヽる。

生活空間は、清潔で、心鋤|(よ く過ごせる環
境になつているか。また、.:i`.ど も達の活動に
合わせた空間となってしヽ■)
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業務改善を進めるための1町)()Aサイクル(目

糠設定と振り返り)に、広く職員が参画して
いる

5

向

てしヽる

5

事業所向け自己評価表及111保護者向け評
価表の結果を踏まえ、事業|,iと して自己評
価を行うとともに、その結果||::よる支援の質
の評価及び改善の内容を、事業所の会報
やホームページ等で公開1.|!〔 iい る

5 ヽ

第二者による外部鄭価を

`|||[ハ

、評価結果を
業務改善につなげている
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職員の資賞の向上を行う
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に、研修の機
会を確保してしヽる
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アセスメントを適切に行しヽ、:子 どもと保護者
の風…ズや課題を害観的|lt分 析した上で、
児童発達支援計画を作成している

5

|{〕
児童発達支援計画に沿つた支援が行われ
ている

5

|11
活動プログラムの立案を,…ムで行つてい
る

5

活動プログラムが固定化し
'1111い

よう工夫して
いる

1113

子どもの状況に応じて、個11111111活 動と集団活
動を適宣組み合わせて児11甘 111'登 違支援計画
を作成している

5

14

支援開始前には職員間で111,ず打合せをし、
その日行われる支援の劇l[||||や 役割分担に
ついて確認している

1115
定期的にモニタリングを行1肌、児童発達支
援計画の見直しの必要性肝判断している
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116

障害児相談支援事業所61)|・ |||トービス担当者
会議にその子どもの状況|::|:晴 通した最もふ
さわしい者が参画している

5

117
母子保健や子ども'子育て支援等の関係者
や関係機関と連携した支鼎11':行 つている

1 |,|

他の児童発達支援センタ…や児童発達支
援事業所、発達障害者支絆センター等の専
門機関と連携し、助言やli川 1傷を受けている

3 |

豊田市こども発達センタ……llilt開 催する研修ヘ

の参加は積極的に参加じIいる。

19

日頃から子どもの状況を樹t僻

“

者と伝え合
い、子どもの発達の状況マ:'‖

;照1題について共
通理解を持つている
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:110
運営規程、利用者負握等|11:「 :〉 いて下寧な説
明を行っている

5

,||11

児童発達支援ガイドライン《||「児童発達支
援の提供すべき支援」の漁 ||:|||い 及び支援内
容と、これに基づき作成さ11.|lt「 児童発達支
援計画」を示しながら支援 |り

|`‖ 容の説明を行
い、保護者から児童発達31:I Illi::計 画の同意を
得ても`る

5

|||12

定期的に、保護者からの:子t樹ての悩み等に
対する相談に適切に応じ、必要な助言と支
援を行つている

5

子どもや保護者からの相訓や申入れについ
て、対応の体制を整備す

`|:||(|||::と

もに、子ども
や保護者に周知し、相談や申入れがあった
場合に迅速かつ適切に対1串|している

5

||:4

定期的に会報等を発行し、新動概要や行事
予定、連絡体制等の情酬 予どもや保護者
に対して発信している

5

個人情報の取扱しヽに十分:|1意している 5

障がいのある子どもや保:il構との意思の鱗
通や情報伝達のための配‖をしている

5

非常災害の発生に備え、|:1報 ,1的に避難、救
出その他必要な訓練を行

=|{:い
る
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.113
事前に、服薬や予防接種、

「
i(1ん かん発作等

のこどもの状況を確認し■:いる
5

,119
食物アレルギーのある子と

'11に

ついて、餞
師の指示書に基づく対応ノ||・

|されている
,1:

食物アレルギーを持つた方が今までに利用してい
ない。初回の見学時にアレルギーについては聞く
ことにはなっている。

.1;9
ヒヤリハット事例集を作成にて事業所内で共
有ほている

5

111
虐待を防止するため、戦1目 11夕〕)研修機会を確
保する等、適切な対応を1、

「
il:|い る

5

♯2

どのような場合にやむをイ111.ザ身体拘束を行
うかについて、組織的に漱冊||し 、子どもや保
護者に事前に十分に説明1.´ 了解を得た上
で、、児童発達支援計画に部[111疵 している

4 |

Oこ ||:llll l事 業所における自己評価結i昴1111(公 表)」 は、事業所全体で行■,||li:|:自 己評価です。
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